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平成19年第１回太子町議会定例会（第406回町議会）会議録（第６日） 

平成19年３月23日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程          

１ 諸般の報告 

２ 議案第31号 平成18年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第５号） 

３ 議案第32号 平成18年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第４号） 

４ 議案第13号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

        （総務常任委員会委員長報告） 

５ 議案第14号 年末年始の休館日等の見直しに係る関係条例の整備に関する条例の制定につい 

        て 

６ 議案第15号 太子町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

７ 議案第16号 太子町立歴史資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定 

        について 

        （以上３件、福祉文教常任委員会委員長報告） 

８ 議案第８号 字の区域の変更について 

９ 議案第９号 町道路線の認定について 

        （以上２件、経済建設常任委員会委員長報告） 

10 議案第22号 平成19年度兵庫県太子町一般会計予算 

        （平成19年度一般会計予算委員会委員長報告） 

11 議案第23号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

12 議案第24号 平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算 

13 議案第25号 平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計予算 

14 議案第26号 平成19年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予算  

        （以上４件、福祉文教常任委員会委員長報告） 

15 議案第27号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計予算 

16 議案第28号 平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計予算 

17 議案第29号 平成19年度兵庫県太子町水道事業会計予算 

        （以上３件、経済建設常任委員会委員長報告） 

18 請願第９号 太子町町長に対する疑惑解明に関する請願 

19 発議第１号 太子町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

20 発議第２号 太子町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

21 意見書案第１号 保育・学童保育・子育て支援施策充実と予算の大幅増額を求める意見書の 

          提出について 

22 委員会の閉会中の継続審査について 

23 常任委員会等の閉会中の所管事務調査及び活動について 

                本日の会議に付した事件 

１ 諸般の報告 

２ 議案第31号 平成18年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第５号） 

３ 議案第32号 平成18年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第４号） 

４ 議案第13号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

        （総務常任委員会委員長報告） 
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５ 議案第14号 年末年始の休館日等の見直しに係る関係条例の整備に関する条例の制定につい 

        て 

６ 議案第15号 太子町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

７ 議案第16号 太子町立歴史資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定 

        について 

        （以上３件、福祉文教常任委員会委員長報告） 

８ 議案第８号 字の区域の変更について 

９ 議案第９号 町道路線の認定について 

        （以上２件、経済建設常任委員会委員長報告） 

10 議案第22号 平成19年度兵庫県太子町一般会計予算 

        （平成19年度一般会計予算委員会委員長報告） 

11 議案第23号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

12 議案第24号 平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算 

13 議案第25号 平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計予算 

14 議案第26号 平成19年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予算  

        （以上４件、福祉文教常任委員会委員長報告） 

15 議案第27号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計予算 

16 議案第28号 平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計予算 

17 議案第29号 平成19年度兵庫県太子町水道事業会計予算 

        （以上３件、経済建設常任委員会委員長報告） 

18 請願第９号 太子町町長に対する疑惑解明に関する請願 

19 発議第１号 太子町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

20 発議第２号 太子町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

21 意見書案第１号 保育・学童保育・子育て支援施策充実と予算の大幅増額を求める意見書の 

          提出について 

22 委員会の閉会中の継続審査について 

23 常任委員会等の閉会中の所管事務調査及び活動について 

会議に出席した議員                 

  １番   上 山 隆 弘         ２番   服 部 千 秋 

  ３番   長谷川 原 司         ４番   井 村 淳 子 

  ５番   中 井 政 喜         ７番   橋 本 恭 子 

  ８番   寺 本 明 男         ９番   横 田 六 郎 

 １０番   井 川 弘 美        １１番   花 畑 奈知子 

 １２番   佐 野 芳 彦        １３番   首 藤   亨 

 １４番   村 田 興 亞        １５番   橘   幸 孝 

 １６番   桜 井 公 晴        １７番   北 川 嘉 明 

 １８番   熊 谷 直 行 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  木 村 和 義 

 書     記  藤 井 仁 美 
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説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     助     役  八 幡 儀 則 

 収  入  役  山 本 国 男     教  育  長  圓 尾 哲 一 

 総 務 部 長  佐々木 正 人     生活福祉部長  丸 尾   満 

 経済建設部長  冨 岡 慎 一     教 育 次 長  塚 原 二 良 

 財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（熊谷直行） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成19年第１回太子町議会定例会第６日目

におそろいでご出席いただき、ありがとうご

ざいます。 

 ただいまの出席議員は17名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成19年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 諸般の報告 

○議長（熊谷直行） 日程第１、諸般の報告

を行います。 

 まず、本日町長から議案２件が提出されま

した。したがって、議案はその件名一覧表を

つけてお手許に配っておきましたから、ご了

承願います。 

 次に、監査委員から地方自治法第235条の

２の規定に基づき、平成18年度１月分の例月

出納検査報告書が提出されました。したがっ

て、その写しをお手許に配っておきましたか

ら、ご了承願います。 

 次に、各特別委員会の委員長から報告書が

提出されております。 

 事務組合問題調査特別委員会が３月１日の

委員会開催分、行財政調査特別委員会が３月

５日及び３月９日の委員会開催分の調査報告

書が提出されましたが、既に配付済みですの

で、ご了承願います。 

 これで各特別委員会の調査報告を終わりま

す。 

 これで諸般の報告を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第３１号 平成１８年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第５号） 

  日程第３ 議案第３２号 平成１８年度 

       兵庫県太子町老人保健特別会 

       計補正予算（第４号） 

○議長（熊谷直行） 日程第２、議案第31号

平成18年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第５号）と日程第３、議案第32号平成18年

度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算

（第４号）を一括議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（熊谷直行） 順次、提案理由の説明

を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 議案第31号平成18年度

兵庫県太子町一般会計補正予算（第５号）及

び議案第32号平成18年度兵庫県太子町老人保

健特別会計補正予算（第４号）を一括して提

案説明申し上げます。 

 去る３月６日に議決いただきました老人保

健特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、この議案を提出させていただく時点にお

いては適正な見込みであると判断しておりま

したが、国保連合会より、１月診療分の医療

費の請求を３月12日に受け、今後の医療費の

伸びを再検討しました結果、給付費が見込み

を大幅に上回る状況となることが判明いたし

ましたので、急遽予算を補正する必要が生じ

たものでございます。 

 再度の補正予算を提出させていただきます

ことに対しまして、深くおわび申し上げます
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とともに、今後はこれまで以上に医療費の動

向、適切掌握に努めてまいりたいと存じま

す。 

 それでは、このたびの補正につきまして具

体的に申し上げます。 

 第３号補正予算調整時点での医療給付費の

見通しは、前年同期の給付額や、その後の推

移、動向などにより精算いたしまして、年度

内の給付総額が不足しないと見込んでおりま

した。しかしながら、12月診療分及び１月診

療分の医療費は減少する予想に反して、12月

診療分が592万円、１月診療分が1,815万円と

連続して上回り、これらの増加要因から分析

いたしますと、２月診療分を合わせて

5,200万円の不足が見込まれます。 

 医療費の増加要因は、医療件数が予想の範

囲であることから高額の医療費の受給者が多

かったためと分析いたしております。つきま

しては、２月診療分もこの傾向が予想されま

すので、医療給付費5,200万円の追加をお願

いし、その財源としまして一般会計の財政調

整基金から補てんするというものでございま

す。 

 なお、交付金、補助金については、翌年度

精算いたします。 

 今回の補正により、議案第31号平成18年度

兵庫県太子町一般会計補正予算（第５号）に

おいては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ5,200万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を87億125万5,000円とするものでありま

す。 

 また、議案第32号平成18年度兵庫県太子町

老人保健特別会計補正予算（第４号）におい

ては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ5,200万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を18億4,885万3,000円とするものでありま

す。 

 よろしくご審議を賜り、原案のとおり議決

いただきますようお願い申し上げまして、提

案説明とさせていただきます。 

○議長（熊谷直行） 提案理由の説明が終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 

 ２件一括して質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ３番長谷川原司議員。 

○長谷川原司議員 この財政調整基金を流用

するということは、平成19年度の予算説明で

ありました来年度の財政調整基金の見込み額

７億6,340万円より、この同等額5,200万円が

減額するということでよろしいでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） ご指摘のとおりで

ございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑ありません

か。 

 ３番長谷川原司議員。 

○長谷川原司議員 そうしますと、この18年

度の年度末が近づいてきておりますけれど

も、この予算執行上、問題はないか。 

 それと、来年度の平成19年度予算において

の、この金額はどのような影響を及ぼします

か。それ説明お願いします。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） ご指摘のありまし

た、年度末近づいております。そして、財調

の残高も７億6,368万4,000円から７億

1,168万4,000円に、5,200万円減るわけです

けれども、幸いにしまして、今のところ、こ

の財調取り崩しでもって老健の方に繰り出す

ことは、18年度予算については問題ないとい

うふうに考えております。 

 それからもう一点、来年度の影響なんです

が、当然これ5,200万円減った分が19年度の

方に入りますので、そういった分が財政調整

基金を運用する場合には、5,200万円分が減

ったところからスタートするということでご

ざいます。そして、ご提案申し上げておりま

す平成19年度一般会計の中の財調繰り入れに

つきましても、十分対応できるというふうに

財政課では判断をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑ありません

か。 
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 ９番横田六郎議員。 

○横田六郎議員 老健絡みでちょっとお尋ね

すんけども、1,000万円ぐらいやったら何と

か分からんこともないんやけど、5,200万円

というのは、ちょっと額が大きいように思う

んです。そこで、多分レセプトの点検はやり

よるんやね。だから、多分重症患者がいらっ

しゃるんかなと思うんやけども、そういうと

ころを点検の中で把握ようできなんなんです

かな。それとも、全く10人ぐらいごろりんと

抜けとったんか。5,200万円というのはちょ

っと多過ぎるように思うんですわ。1,000万

円やったら何とか納得するんやけどね。その

辺のとこ。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 補正予算の調

整時点におきましては、当然過去３カ年を中

心とした増減についてもって見込んでいくわ

けですけれども、この１月、２月の診療分に

つきましては、過去ずっと、11月、12月に比

べますと下がると。当然診療日数が少ない月

でございますので下がるという傾向が表れて

おりまして、この18年度におきましても、そ

の傾向を踏襲をした見込みを踏んだわけで

す。ところが、この１月診療分につきまし

て、例年であれば下がるところが、逆に12月

診療分を大きく上回るといった、これまでに

ない状況が出てきたということでございまし

て、それが甘い判断ということに結果的には

なるんですけれども、全く逆の下降するとこ

ろが上昇に転じたというところで大きく判断

が狂ったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 横田六郎議員。 

○横田六郎議員 いやいや、今言う状況で判

断したんやね、結局は。過去の実績や何かで

ね。僕の言よんのは、そのレセプト点検をや

っとったら分かるはずやと思うんや。だか

ら、突発的な重症者が出たら、これは話は別

やけどね。それにしても、1,000万円ぐらい

やったら、今も言ったように分かるんやけ

ど、5,200万円というのは、ちょっと額が多

過ぎるというところで、状況判断でいくにし

ても、余りにも多過ぎるから、レセプト点検

をもうちょっと綿密にやって、綿密に言うん

かね、実態に合うた予想をすればよかったの

を、全くそんなんなしに過去の実績をそのま

ま参考にしてぱっとやったというところに誤

算が生じたんと違うんかな思うんやけど。や

っぱりレセプト点検ということをもっと重視

してこういう予算書をつくったらどうかなと

いうことで申し上げよんねけどね。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今、レセプト

の中身を見るべきだと。当然見ておるんです

が、なかなかその次の月にどう反映するもの

か、継続するもんかという判断がなかなかつ

きにくうございまして、特に11月、12月、１

月を抜き出してみますと、特に大きな100万

円を超えるといった中身につきましては、件

数こそ５件が３件増えたりということになる

んですが、特に今回、１月診療分で300万円

を超えると、めったとない300万円を超える

という件数が３件出てまいりまして、３件、

金額になおしますと約1,400万円ということ

でございまして、これについては全く予測と

いうのは、前月の12月分、11月分では予測が

つきません。ですから、高額分につきまして

は、件数は把握しましても、なかなか次の月

にそれがどういった動向を示してくれるのか

ということになりますと、病名等を見まして

も、非常に、レセプトを見ますと病名は１つ

だけではなしに、ざあっと書いてあるケース

もたくさんございますし、それをなかなか今

後の予測に反映させろと言われましても、な

かなかそこは難しいということで、やはり１

年間を通しての総額医療費の推移というのが

１つの大きな基準、柱になってくるというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに。 

 横田六郎議員。 

○横田六郎議員 いや、話は分かりましたけ

ども、変なこと言いますけどね、この間の気
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象庁の桜の開花と一緒やな、開花の予想と。

やっぱり専属で職員雇うとんやね。あの方大

分長うなると思うんやけども、やっぱりそう

いう能力も養うような、また教育をしてくだ

さい。お願いします。 

○議長（熊谷直行） それは要望でいいです

ね。 

○横田六郎議員 はい。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑ありません

か。 

 17番北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 先ほどの質疑と似たような

ことになろうかと思いますが、高額の医療費

の受給者が多かったためと分析したと提案説

明の中にありましたが、ここに書いてありま

すように、12月、１月にあって、俗にインフ

ルエンザ等の流行疾患は、今年にあってはは

やってなかったように思っております。逆に

この３月になってからインフルエンザがはや

ってきたんじゃないかなと思いますんで、そ

ういった意味では、今言われますように

12月、１月にあっては医療費というのはどち

らかというと少なかったんじゃないかなと私

自身は思っております。 

 その中でお尋ねしますのは、先ほどの高額

の分で300万円が３件出たというふうな説明

であったかと思いますが、補正のことを聞い

たときにすぐ思ったのは、高額医療の方が何

名か出てきた、また、ひょっとしたら手術で

もあったんかなと、そのようなことを思った

り、病気で言えば透析患者でもひょっとした

らできたんかなというふうな思いもいたしま

した。その辺の点、もしつかんでおられまし

たら説明をお願いしたいのと、もう一つは、

１件当たりの単価がどうなっているかという

ことも、もし調べておられたら説明をお願い

したいと思います。 

 昨今の傾向では、特に薬剤にあっては長期

投与というのがなされております。60日、

90日というような長期投与がありますので、

そういったものを思いますと、１件当たりの

単価がどうしても上がってきて、過去２年に

なかったような傾向の部分もありますので、

先ほど言いましたように１件当たりの単価が

変化等ありましたらあわせて説明をお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 300万円超の

高額の中身につきましては手術でございま

す。循環器系の部位の手術ということで、あ

と１件当たりの単価ということになるんです

が、これも大体件数を割り戻しますと４万円

から５万円というところではずっと推移はし

ておるんですが、特にこの18年度の12月につ

きましては、件数で3,669件、１月では

3,421件と、この200件余りの減というのは、

例年、通例どおりの減でございまして、件数

は減になっておるんですが、医療費につきま

しては、逆に上がってしまったということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 特に、今の傾向で老健の会

計が膨れ上がっていってるのは、これまでの

経過の中で出てきてるんですけども、先ほど

も１件300万円とかというようなことも説明

がございましたけれども、今の段階で言える

診療の内容っちゅうのが、全体的に把握して

おかないといけないと思うんですが、300万

円の内容というのはどういうことなんです

か。 

 それから、先ほども質疑がございましたよ

うに、今回、精算をしてからの歳入っちゅう

ことになってまいりますが、先ほど長谷川議

員の質問の中でも出ておりましたように、今

回は財源調整上、一般会計へ繰り入れますけ

れども、国庫、県、それぞれが負担をしてく

るわけで、これらのことが、あとの段階で精

算して歳入されてくると思うんですけども、

それらの額との絡みもあり、老健のこれから

の見通しっていうんですか、そういうものに
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ついては、ぜひこの機会に説明いただきたい

と。 

 そして、新年度においても、場合によって

は３カ年の経過を踏まえて、実際上は積算し

てくるということになりますが、医療動向と

いうのは、最近の傾向がどういう傾向にある

かだけはしっかりつかんでおかないと、こう

いうことも起こると思うんですけど、そうい

う点についてのつかみ方、掌握の仕方という

のが大事だと思うんですが、その点説明を求

めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず１点目

は、300万円超の内容のお尋ねであったよう

に思いますが、先ほど北川議員さんにお答え

しましたとおり、いずれも手術の内容でござ

います。 

 それと、歳入の関係ですが、詳細説明にも

ございましたように、次年度におきましての

精算という形になってまいります。 

 それから、老健の見通し、医療の動向をど

ういうふうにつかんでおるかということでご

ざいますが、これまでは平成14年以降、75歳

への段階的引き上げというようなことがござ

いましたので、対象者数につきましては減っ

ていくということでございますから、医療費

につきましても年々減じてきておりました。

この19年10月以降につきましては、もうその

75歳に到達する方が順次増えてまいりますか

ら、19年10月以降につきましては、これまで

とは違った傾向になってまいります。 

 医療の動向でございますが、やはり高齢

者、特に後期高齢者につきましては、非常に

高額な医療の占める割合といいますのが、統

計上も大きな割合でございます。そういった

ことも踏まえましての特殊性といいますか、

老人保健における特殊性というのは重々加味

をさせていただいておるというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただ、介護保険との絡みで

も、介護保険が十分使えるもんなりしてたら

いいんだけれども、医療保険の医療で入院で

もしたら、必ず３カ月で病院を追い出すと、

こういうようなことで、それぞれ介護保険、

老健、各保険それぞれが共同し合うような形

がとれてないから問題が起こり、結局は老人

保健に係る医療費がこういうふうに高騰する

ことにもなっているんではないかと。介護保

険を導入する際には、これらも補完できると

いうて説明をしてきたわけですから、あわせ

て介護保険に係ることも見通しを持っておら

ないといけないと思うんですが、相互に補完

し合うものでないとだめだと思いますが、そ

の点いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保険間、他制

度との関連のお尋ねでございますが、当然介

護保険との密接な関係がございます。 

 しかし、医療につきましては医療というこ

とでございますから、先ほども申しましたよ

うに、特に高齢者に係る医療部門、医療費に

つきましては、やはり割合的にも額的にも大

きな傾向が示されております。ですから、医

療の、今３カ月ですか、ということがご発言

ございましたんですが、それは制度間の問題

ということでございまして、国の方でも順次

リハビリの上限というのも今回修正をすると

いったことで、制度上の不具合な部分につき

ましては、順次ご訂正をされていっておると

いうふうに私は思っております。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はございま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 ２件一括して討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 方法については、議事の都合によって１議
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案ごとに行います。 

 これから議案第31号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第31号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第32号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第32号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第１３号 一般職の職員 

       の給与に関する条例の一部を 

       改正する条例の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第４、議案第13号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

 上程中の議案については、所管の総務常任

委員会に付託して、休会中にご審査いただい

ておりますので、これから上程中の議案に対

する委員会の審査報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長井川弘美議員。 

○井川弘美議員 それでは、総務常任委員会

に３月６日に付託されました議案第13号を委

員会審査報告書を読み上げ、報告させていた

だきます。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

13号。付託年月日、平成19年３月６日。件

名、一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定について。審査結果、

可決すべきもの。少数意見の留保、なし。

２、審査年月日、平成19年３月13日火曜日午

後１時30分から午後１時55分。３、審査経過

及び結果、(1)審査経過は別紙のとおり。(2)

審査結果は全員賛成により可決すべきものと

決した。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願い

いたします。 

○議長（熊谷直行） 以上で総務常任委員会

委員長井川弘美議員の報告は終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第13号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第13号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第１４号 年末年始の休 

       館日等の見直しに係る関係条 

       例の整備に関する条例の制定 

       について 

  日程第６ 議案第１５号 太子町国民健 

       康保険条例の一部を改正する 

       条例の制定について 

  日程第７ 議案第１６号 太子町立歴史 

       資料館の設置及び管理に関す 

       る条例の一部を改正する条例 

       の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第５、議案第14号

年末年始の休館日等の見直しに係る関係条例

の整備に関する条例の制定についてから日程
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第７、議案第16号太子町立歴史資料館の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてまでを一括議題とします。 

 上程中の議案３件については、所管の福祉

文教常任委員会に付託して、休会中にご審査

いただいておりますので、これから上程中の

議案に対する委員会の審査報告を求めます。 

 福祉文教常任委員会委員長橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 それでは、福祉文教常任委

員会に付託されました議案第14号から議案第

16号の３件につきまして、委員会審査報告書

を読み上げ、報告とさせていただきます。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

14号。付託年月日、平成19年３月６日。件

名、年末年始の休館日等の見直しに係る関係

条例の整備に関する条例の制定について。審

査結果、可決すべきもの。少数意見の留保、

なし。２、審査年月日、平成19年３月12日

（月）午前10時から午後２時30分。３、審査

経過及び結果、(1)審査経過は別紙のとお

り。(2)審査結果は全員賛成により可決すべ

きものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

15号。付託年月日、平成19年３月６日。件

名、太子町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の制定について。審査結果、可決すべ

きもの。少数意見の留保、なし。２、審査年

月日、平成19年３月12日（月）午前10時から

午後２時30分。３、審査経過及び結果、審査

結果は全員賛成により可決すべきものと決し

た。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

16号。付託年月日、平成19年３月６日。件

名、太子町立歴史資料館の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定につい

て。審査結果、可決すべきもの。少数意見の

留保、なし。２、審査年月日、平成19年３月

12日（月）午前10時から午後２時30分。３、

審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙のと

おり。(2)審査結果は全員賛成により可決す

べきものと決した。 

 以上、報告終わります。よろしくお願いい

たします。 

○議長（熊谷直行） 以上で福祉文教常任委

員会委員長橋本恭子議員の報告は終わりまし

た。 

 これから委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 方法については、議事の都合によって１議

案ごとに行います。 

 まず、上程中の議案第14号年末年始の休館

日等の見直しに係る関係条例の整備に関する

条例の制定について、これから委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第14号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第14号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第15号太子町国民健康

保険条例の一部を改正する条例の制定につい
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て、これから委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第15号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第15号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第16号太子町立歴史資

料館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、これから委員長

報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第16号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第16号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第８号 字の区域の変更 

       について 

  日程第９ 議案第９号 町道路線の認定 

       について 

○議長（熊谷直行） 日程第８、議案第８号

字の区域の変更についてと日程第９、議案第

９号町道路線の認定についてを一括議題とし

ます。 

 上程中の議案２件については、所管の経済

建設常任委員会に付託して、休会中にご審査

いただいておりますので、これから上程中の

議案に対する委員会の審査報告を求めます。 

 経済建設常任委員会委員長花畑奈知子議

員。 

○花畑奈知子議員 経済建設常任委員会の審

査報告を行います。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

８号。付託年月日、平成19年３月６日。件

名、字の区域の変更について。審査結果、可

決すべきもの。少数意見の留保、なし。２、

審査年月日、平成19年３月14日水曜日午前

10時から午後３時15分。３、審査経過及び結

果、審査結果は全員賛成により可決すべきも

のと決しました。 

 続いて、審査した事件、議案番号、議案第

９号。付託年月日、平成19年３月６日。件

名、町道路線の認定について。審査結果、可

決すべきもの。少数意見の留保、なし。審査

年月日、平成19年３月14日水曜日午前10時か

ら午後３時15分。３、審査経過及び結果、

(1)審査経過は別紙のとおり。(2)審査結果は

全員賛成により可決すべきものと決しまし

た。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 以上で経済建設常任委

員会委員長花畑奈知子議員の報告は終わりま

した。 

 これから委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 方法については、議事の都合によって１議

案ごとに行います。 

 まず、上程中の議案第８号字の区域の変更
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について、これから委員長報告に対する質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第８号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第８号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第９号町道路線の認定

について、これから委員長報告に対する質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第９号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第９号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第２２号 平成１９年 

        度兵庫県太子町一般会計予 

        算 

○議長（熊谷直行） 日程第10、議案第22号

平成19年度兵庫県太子町一般会計予算を議題

とします。 

 本案については、平成19年度一般会計予算

委員会に付託して、休会中にご審査いただい

ておりますので、これから上程中の議案に対

する委員会の審査報告を求めます。 

 平成19年度一般会計予算委員会委員長首藤

亨議員。 

○首藤 亨議員 本委員会に付託の案件を審

査した結果、下記のとおり決定したから、会

議規則第77条の規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

22号。付託年月日、平成19年３月８日。件

名、平成19年度兵庫県太子町一般会計予算。

審査結果、可決すべきもの。少数意見の留

保、なし。審査年月日、平成19年３月15日木

曜日午前10時から午後４時42分及び平成19年

３月16日金曜日午前10時から午後１時53分及

び平成19年３月19日月曜日午前10時から午前

11時44分。３、審査経過及び結果、審査に当

たって事前に委員協議会を開き、審査に必要

な19年度一般会計予算特別委員会より審査資

料の要求を当局に求め、その資料に基づき、

参考にしながら審議をいたしました。 

 なお、審査に当たって、１、付託案件の平

成19年度太子町一般会計予算の審査上、必要

な資料を事前に提出を求めて慎重に審査した

という。１）審査に当たって及び審査意見に

つきましては、添付の別紙のとおりでござい

ます。２）審査結果は全員賛成で可決すべき

ものと決した。３）会議録は後日希望者に配

付するよう準備しておりますので、事務局に

申し出てください。 

 以上、審査報告といたします。 

○議長（熊谷直行） 以上で平成19年度一般

会計予算委員会委員長首藤亨議員の報告は終

わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 
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 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただいま委員長報告がござ

いました19年度の太子町一般会計予算案につ

きまして反対討論を行います。 

 私は、総括質疑並びに本予算の質疑でもた

だしてまいりましたとおりでありますが、こ

れらのことについては、今繰り返してそんな

に述べませんけれども、予算編成に当たりま

しての、いわゆる情勢を規定する基調の部分

で大事なものとして指摘をしたことについて

は、再度触れさせていただきます。 

 今日、拡大の一途をたどっております貧困

と格差に触れていない姿勢が本予算の中で暮

らしや福祉、医療への配慮を欠いた内容にな

っていると。 

 また、国、県追随型で住民福祉の向上とい

う立場で国政における悪政から住民を守ると

いう地方自治体本来の仕事に沿わない予算内

容であると考えます。 

 本年２月３日から４日にかけまして、宮崎

県の綾町という町で第８回の全国小さくても

輝く自治体フォーラムが開かれまして、そこ

に集まった自治体の報告を見ますと、自立に

向けた真剣な取り組みの経験が報告され、そ

れぞれが教訓にし合っていることがよく分か

ります。これまで本席で取り上げました先進

事例である、自治体である福島県の矢祭町、

新潟県の津南町の取り組みもあわせまして、

それを見るときに自立を宣言した自治体で

は、職員と住民が一体となり文字どおり住民

参加で協働のまちづくりに歩を進めておりま

す。これらの自治体では、福祉介護はもちろ

んのこと、特産品づくりでもこれを支援し、

地域での経済循環と地域外市場の開拓により

まして、当該自治体における経済基盤の確立

に努めておることがよく分かります。これら

の先進事例を学び実践すべきであると考えま

す。 

 しかるに、本町の場合は、質疑でもただし

ましたように、施政方針の基調で町民の皆様

と協働しながら、かつ私自身と町職員の危機

意識と改革意欲を共有して取り組みを進めて

いかなければならないと町長が述べておりま

すが、これは町長と職員の意識に差異がある

ことを自ら認めていることであり、いまだに

このことに触れなければならないほどのんき

であると言って過言ではないと思います。町

長自らがその立場に立っていないことの裏返

しではないかと思うのであります。 

 町長の姿勢としては、県内でも神河町の町

長が自らの給与を削減をし、期末手当をゼロ

にするということで臨んでいることはご案内

のとおりでありますが、あわせて、同町では

他の特別職、議員に働きかけて人件費等の経

常経費の削減で厳しい財政の健全化に努めよ

うとしております。町長が自ら厳しい対応を

すれば、言わずとも危機意識と改革意欲が共

通認識になるのではないかと私は思います。 

 また、暮らしや子育てが今大事になってき

ておりますし、この中でも基調で地域間格差

が急速に拡大とは触れておりますが、総括で

も言いましたように貧富の拡大、格差社会の

拡大という現実には触れていない。少子化、

高齢化社会の中で次世代だけではなく、現在

の住んでいるすべての住民にとっても重要な

のは格差の拡大であり、貧困率の拡大という

ことになりますが、その中で福祉、介護、医

療、教育等の暮らしと人権、また人間として

の尊厳にかかることでありますので、これら

を支援するような予算内容にすることこそ、

地方自治の本旨に沿った予算内容であると考

えます。 

 施策面でも、隣の姫路市では障害者自立支

援法における地域生活支援事業の移動支援な

ど６つの事業について独自の負担軽減策を設

け、低所得者の利用料負担の上限額の引き下

げ、サービスの利用を促進することで対応し

ようとしております。また、子育ての支援で

は、先に本町でも可決をいたしました、県の

制度であります福祉医療費助成制度で福崎町

が県の小学校３年生までに対して６年生まで
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拡充をして実施すると、こういうことをやっ

ているわけです。これらの自治体が財政が厳

しくないということではありません。そうい

う中での子育て支援策であり、医療、保健、

福祉に対する対応であると、このように考え

ます。これらの自治体とやはり歩調を合わせ

ていくこそこが大切ではないかと。 

 また、早期発見、早期治療で重症化を防

ぎ、医療費の高騰を抑制するためには、健診

の機会を拡大や拡充することのために真剣に

取り組む必要があると考えます。本町の住民

は、町内の医療機関もさることながら、姫路

市にある医療機関を利用してる例が比較的多

いわけですから、勤務地近くの医療機関を利

用しているケースもありますし、まちぐるみ

の健診の受診拡大とあわせて、人間ドックを

含むかかりつけ医等の医療機関と町との契約

において健診等の費用を助成するなどして健

診受診者とその率を高める、そういうことが

大切であります。また、その施策を推進すべ

きであると考えます。 

 また、昨年４月、自立支援という名ばかり

の、いわゆる障害者自立支援法が施行されま

したが、これによりまして障害者に大きな苦

しみをもたらし、改正前のサービス利用料は

支払い能力に応じた応能負担でありました

が、サービスを受けることを利益ととらえて

定率１割の応益負担が導入されました。これ

では重度の障害者ほど負担が重くなります。 

 また、施設の運営者についても、利用者の

平均負担が月払い方式から出席日数に応じた

支払いということで、大変施設の方の事業者

も経営が困難になってると、こういうような

状況の中で考えなければならないのは、自立

支援法が余りにも自立を阻害するというよう

な内容でありますので、国に対して改善を求

めることとあわせまして、町独自の施策で障

害者の支援を拡充すべきであると、このよう

に考えます。 

 それから、国民健康保険とのかかわりがあ

るわけでありますが、特に、今高齢者に対す

る負担の増大がありますが、子育て段階の低

所得者、そういう人たちも負担にたえないよ

うな状況に追い込まれている、そういう貧困

層に対して、資格証で対応したりすることが

ないように支援を行う。独自の支援を行うこ

とによって子育て支援をやらなければ命が危

険にさらされる状況にあるわけです。こうい

うことは解消すべきであると考えます。 

 それから、それらの財源との絡みでありま

すが、入札制度の抜本的改善によりまして予

定価格を実勢に見合った価格として設定する

こと。また、公正な入札のために一般競争入

札を最低でも明石市と同じ130万円以上とし

て丸投げ等を防止するためにも能力論を持ち

出さずに手持ち工事が完了するまで参加資格

を制限する、こういうことで全体としての経

費を節減すべきであると考えます。 

 また、皮革前処理場に係る前々処理を業者

に義務づけ、血税の負担をやめ、暮らし、福

祉に係る施策の拡充に回すべきであると考え

ます。 

 それから、すべての事務事業について、住

民参加による行政評価制度を早急に導入をし

て、すべての事務事業について再評価した上

で事業によっては凍結、先送りなどの英断が

必要であると考えます。 

 また、行政組織につきましても、国、県の

縦割り行政から、末端の町では総合的に受け

てプロジェクトチーム的に対応する、横割り

で流動的に仕事をする組織に改編させるべき

であると思います。具体的にはプロジェクト

チーム的に対応して、全体としてスリム化し

た組織で対応すべきだと考えます。 

 それから、まちづくりには何といっても住

民参加が必要でありますが、このためにまち

づくり基本条例を早急に制定をして、職員や

住民との英知を結集した、文字どおり住民参

加のまちづくりを進め、行政運営に当たるべ

きだと考えます。 

 なお、委員会審査意見の中で一言言ってお

きたい問題がありますが、庁舎建設基金を積

み立てることが意見として取り上げられてお

りますけれども、積み立てるための積み立て
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で、他の施策を切り捨て縮減して、無理に積

み立てる必要はないと、このように考えま

す。 

 この意見を添えまして、本予算に反対討論

といたします。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第22号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第22号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第２３号 平成１９年 

        度兵庫県太子町国民健康保 

        険特別会計予算 

  日程第１２ 議案第２４号 平成１９年 

        度兵庫県太子町介護保険特 

        別会計予算 

  日程第１３ 議案第２５号 平成１９年 

        度兵庫県太子町老人保健特 

        別会計予算 

  日程第１４ 議案第２６号 平成１９年 

        度兵庫県太子町墓園事業特 

        別会計予算 

○議長（熊谷直行） 日程第11、議案第23号

平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計予算から日程第14、議案第26号平成19年度

兵庫県太子町墓園事業特別会計予算までを一

括議題とします。 

 上程中の議案４件については、所管の福祉

文教常任委員会に付託して、休会中にご審査

いただいておりますので、これから上程中の

議案に対する委員会の審査報告を求めます。 

 福祉文教常任委員会委員長橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 それでは、福祉文教常任委

員会に付託されました議案第23号から議案第

26号の４件につきまして、委員会審査報告書

を読み上げ、報告とさせていただきます。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

23号。付託年月日、平成19年３月９日。件

名、平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特

別会計予算。審査結果、可決すべきもの。少

数意見の留保、なし。２、審査年月日、平成

19年３月12日（月）午前10時から午後２時

30分。３、審査経過及び結果、(1)審査経過

は別紙のとおり。(2)審査結果は賛成多数に

より可決すべきものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

24号。付託年月日、平成19年３月９日。件

名、平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会

計予算。審査結果、可決すべきもの。少数意

見の留保、なし。２、審査年月日、平成19年

３月12日（月）午前10時から午後２時30分。

３、審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙

のとおり。(2)審査結果は賛成多数により可

決すべきものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

25号。付託年月日、平成19年３月９日。件



－215－ 

名、平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会

計予算。審査結果、可決すべきもの。少数意

見の留保、なし。２、審査年月日、平成19年

３月12日（月）午前10時から午後２時30分。

３、審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙

のとおり。(2)審査結果は賛成多数により可

決すべきものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

26号。付託年月日、平成19年３月９日。件

名、平成19年度兵庫県太子町墓園事業特別会

計予算。審査結果、可決すべきもの。少数意

見の留保、なし。２、審査年月日、平成19年

３月12日（月）午前10時から午後２時30分。

３、審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙

のとおり。(2)審査結果は全員賛成により可

決すべきものと決しました。 

 以上、報告終わります。よろしくお願いい

たします。 

○議長（熊谷直行） 以上で福祉文教常任委

員会委員長橋本恭子議員の報告は終わりまし

た。 

 これから委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 方法については、議事の都合によって１議

案ごとに行います。 

 まず、上程中の議案第23号平成19年度兵庫

県太子町国民健康保険特別会計予算につい

て、これから委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただいま議案になっており

ます19年度の国民健康保険特別会計予算につ

きまして反対討論を行います。 

 私は、委員会では具体の討論を留保させて

いただいておりまして、本席で具体に述べさ

せていただきたいと思います。 

 国民健康保険は、日本の人口の４割、

5,000万人が加入する日本で最大の医療保険

であります。これは憲法25条を具体化した日

本の誇るべき皆保険の制度の土台をなしてお

ります。これはご案内のことと思いますが、

この制度はあくまで強制加入で、国内に住所

を持っている健保その他の医療保険に加入し

ていない人が個々に加入する、こういう意味

でも国民皆保険になっておるわけですが、そ

のポイントというのは、日本国民である以

上、安心して医療を受け、提供すると、これ

が基本的な国保の目的でもあり、趣旨でもあ

ります。これは国民健康保険法にも明記をし

ているところであります。 

 そういう中で、最近の傾向として、定率減

税の縮減、廃止、さらには老人控除の廃止、

また老人の課税最低限の縮小、こういうよう

なことによって、より一層国民健康保険はそ

の根拠がそのぐらいなのものでありますか

ら、所得が低くなっている状況の中で負担が

多くなっていると。そういうことから、先日

も述べましたように480万の、全国的には

480万の世帯が滞納をしているような状況が

生まれている。そういうことでありますし、

本町においても同じような傾向が数字的には

出ているということが答弁でもあったところ

であります。 

 特に、本予算では18年度末における現年分

の収納見込みが約90％、滞納分の収入見込み

が21％で、滞納分の予算計上は一般、退職合

わせまして、滞納が収入未済の見込み額の総

額ですね、２億3,638万円の14.17％の

3,350万円だと、いわゆる見込み額としてそ

れしか計上してないわけですから、残り86％

の２億288万円は苦しくても納入している保

険者に負担転嫁するものであります。到底こ

れは容認できるものではありませんので、こ

れらこそ基本的には一般会計が措置すべきた
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ろうと、このように考えます。 

 そして、国に対して国庫負担金を元の５割

に戻す。これは1984年以降に次々と国庫負担

を削減をしてきたと、こういうことが今日の

ような高い保険税・料になっているわけで、

また、そのことによって滞納者も増えてい

く、こういう実態にあると考えます。 

 滞納者の実態をよく調査した上で、悪質者

には厳しい措置を求めますが、生活困窮者等

には制度減免だけではなく、町独自の減免制

度を導入して負担を軽減すべきだと私は考え

ます。 

 一般会計でも触れましたように、皮革汚水

前処理場への血税の繰り入れをやめ、世帯の

半分が加入する国保の財政支援で税負担の軽

減を図るべきだと、このように考えます。 

 さらに、先にも言いましたが、少子化対策

上も今日の深刻な事態として若年層にそうい

う生活困窮、低所得者が多数存在するという

ことから、母子家庭や、また乳幼児がいる世

帯からは必ず保険が適用できるように、それ

らを支えている自治体も出てきております。

これらと合わせて、本町でもこういう支援策

をきちっと持って、子供の命が守られるよう

な対策を国保においても講じるべきでありま

す。 

 生活困窮で加入者一人ひとりの個別の事情

に応じて減免制度などをより拡大をして対応

すべきであると、このように考えます。その

ことによって、収納率を若干でも高め、負担

を軽減する、こういうことが大切であると思

います。 

 以上の意見を述べて反対討論といたしま

す。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第23号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第23号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第24号平成19年度兵庫

県太子町介護保険特別会計予算について、こ

れから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 19年度の介護保険特別会計

につきまして、国保同様に、委員会では具体

の討論を留保させていただいて、本席で討論

することにしておりましたので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 介護保険制度は、言うまでもなく長年にわ

たって地域や社会に貢献された高齢者が介護

が必要になったときにだれでもお金の心配を

しなくても必要な介護が受けられるようにす

ることが本旨であります。それがまた国と保

険者の責任であり、そういう面から導入され

た経緯があるわけでありますが、昨年４月か

らの改悪介護保険法によりまして、多くの高

齢者が容赦なく公的な介護から締め出されて

いるというような実態が出てきているわけで

あります。公的な介護保険制度でありなが

ら、低所得者、軽度者など多くの高齢者の利

用を排除する。一方、保険料だけ強制徴収し

ながら介護は受けさせない制度に変質をして

いると言っても過言ではないと思います。 
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 これらの責任については、この制度を改悪

した政府によるところが多いわけであります

が、同時に、自治体も国、県の言いなりにな

って高齢者から公的な介護を取り上げるの

か、それとも自治体としてできる限りの努力

をするかが問われていると言われておりま

す。 

 緊急に解決が求められておりますのは、軽

度者や低所得者、弱者を排除する公的な介護

制度の後退に歯どめをかけること、またヘル

パーなどの要請を受け入れやすくすること、

また国庫負担の割合を引き上げて保険料の引

き上げを抑えること、これらのことについ

て、国にしっかり要求するとともに、町独自

の施策として実効性のある減免制度を導入す

る、こういうことが大切であります。 

 これらのことについても、先進自治体では

それぞれ介護保険料の軽減あるいは負担金の

軽減、そういう独自の支援、助成策でこの介

護保険の制度の改悪から住民を守ってると、

こういうような状況が生まれているわけであ

りますし、本町におきましても、この立場で

介護保険に支援を行い、安心して介護が受け

られる制度として補完すべきであると、この

ように考えます。 

 以上の意見を述べて反対討論といたしま

す。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第24号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第24号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第25号平成19年度兵庫

県太子町老人保健特別会計予算について、こ

れから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第25号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第25号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第26号平成19年度兵庫

県太子町墓園事業特別会計予算について、こ

れから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第26号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第26号は委員長の報告のとおり可
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決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１５ 議案第２７号 平成１９年 

        度兵庫県太子町下水道事業 

        特別会計予算 

  日程第１６ 議案第２８号 平成１９年 

        度兵庫県太子町前処理場事 

        業特別会計予算 

  日程第１７ 議案第２９号 平成１９年 

        度兵庫県太子町水道事業会 

        計予算 

○議長（熊谷直行） 日程第15、議案第27号

平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

予算から日程第17、議案第29号平成19年度兵

庫県太子町水道事業会計予算までを一括議題

とします。 

 上程中の議案３件については、所管の経済

建設常任委員会に付託して、休会中にご審査

いただいておりますので、これから上程中の

議案に対する委員会の審査報告を求めます。 

 経済建設常任委員会委員長花畑奈知子議

員。 

○花畑奈知子議員 経済建設常任委員会の審

査報告を行います。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

27号。付託年月日、平成19年３月９日。件

名、平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別

会計予算。審査結果、可決すべきもの。少数

意見の留保、なし。２、審査年月日、平成

19年３月14日（水）午前10時から午後３時

15分。３、審査経過及び結果、(1)審査経過

は別紙のとおりです。(2)審査結果は全員賛

成により可決すべきものと決しました。 

 次に、審査した事件、議案番号、議案第

28号。付託年月日、平成19年３月９日。件

名、平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特

別会計予算。審査結果、可決すべきもの。少

数意見の留保、なし。２、審査年月日、平成

19年３月14日（水）午前10時から午後３時

15分。３、審査経過及び結果、(1)審査経過

は別紙のとおりです。(2)審査結果は全員賛

成により可決すべきものと決しました。 

 最後に、審査した事件、議案番号、議案第

29号。付託年月日、平成19年３月９日。件

名、平成19年度兵庫県太子町水道事業会計予

算。審査結果、可決すべきもの。少数意見の

留保、なし。２、審査年月日、平成19年３月

14日（水）午前10時から午後３時15分。３、

審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙のと

おりです。(2)審査結果は全員賛成により可

決すべきものと決しました。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 以上で経済建設常任委

員会委員長花畑奈知子議員の報告は終わりま

した。 

 これから委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 方法については、議事の都合によって１議

案ごとに行います。 

 まず、上程中の議案第27号平成19年度兵庫

県太子町下水道事業特別会計予算について、

これから委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第27号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第27号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第28号平成19年度兵庫

県太子町前処理場事業特別会計予算につい
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て、これから委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 平成19年度の兵庫県太子町

の前処理場事業特別会計の予算について反対

討論を行います。 

 この件については、私は何回もただしてき

ておりますように、この施設を管理運営する

ために行っているこの支出はすべて住民の血

税と言って過言でないわけでありますから、

これらのことについては、責任のない住民の

血税を使うことはまかりならないと。企業に

対して前々処理を義務づけることによって前

処理場の機能を確保できるわけでありますか

ら、実質的に前処理が不要になってまいりま

す。これ以上の、本当に住民の血税を導入し

負担をすることは容認できません。 

 また、この質疑の報告でも出ておりますよ

うな、一級河川との関係もあり、国、県の対

応がおかしいと思うんですけれども、林田川

にああいう歩道をつくっている。これはだれ

が要求したんや言うたら、ほとんど要求した

者がない、そういうものに無駄な金を使うん

なら、もっともっと自治体に対してこういう

大変な運営に苦慮しているわけですから、こ

の質疑にでも言われているように、前処理場

に向けるよう県に要求する、国に要求する、

そういう姿勢があって当然なんですが、町長

の答弁はそんなこと言うつもりはないと、こ

ういう姿勢であったらだめだと思います。本

当に住民にだけ負担を転嫁するようなものは

いけませんし、これらの財源を、先にも言い

ましたように、介護福祉やら医療、教育それ

ぞれに住民の暮らしに役立つ施策に充当すべ

きであると、こういうふうに考えます。 

 以上の意見を述べて反対討論といたしま

す。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第28号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第28号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第29号平成19年度兵庫

県太子町水道事業会計予算について、これか

ら委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私は、毎年予算の段階で次

年度に向けた貸借対照表が本年度終わった場

合に、結果としての貸借対照表が表示される

わけでありますが、それを見、またこれまで

の経過を踏まえていきますと、この説明でも

出ておりますように、インターパレスに関係

するものについてのあいまいな徴収対応、さ

らには水需要の予測が、報告でもありました

ように大口、工場用の使用水量が減るという

ことが、いわゆる水道企業事業経営に与える

影響が大きい、それはよく分かりますが、そ
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のために住民に負担を転嫁することは許され

ない。これらのことについては、県から受水

をしていることの制限、西播磨も当然であり

ますけれども、これらの受水制限を含めて、

水源開発をもって経営の安定化を図るべきで

あります。そして、水道事業の使命が安全、

安心、安価な水を供給することにあるわけで

すから、これらの使命を忠実に果たすように

運営すべきでありまして、料金を住民にまた

負担を転嫁するようなあり方を示唆すること

については反対であります。 

 以上、討論にかえます。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第29号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第29号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１８ 請願第９号 太子町町長に 

        対する疑惑解明に関する請 

        願 

○議長（熊谷直行） 日程第18、請願第９号

太子町町長に対する疑惑解明に関する請願を

議題とします。 

 上程中の請願については、所管の議会運営

委員会に付託して、休会中にご審査いただ

き、調査報告書が提出されましたが、既に配

付済みですので、ご了承願います。 

 お諮りします。 

 本案は議事の順序を省略し、これから直ち

に採決を行いたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、直ちに採決を行います。 

 これから請願第９号を採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は不採択で

す。この請願を採択することに賛成の方は挙

手願います。 

（挙手少数） 

○議長（熊谷直行） 挙手少数です。したが

って、請願第９号は不採択とすることに決定

しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１９ 発議第１号 太子町議会委 

        員会条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第19、発議第１号

太子町議会委員会条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（熊谷直行） 本案について趣旨説明

を求めます。 

 発議者を代表して桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただいま上程されました発

議第１号太子町議会委員会条例の一部を改正

する条例の制定について、提案理由の趣旨説

明を行います。 

 この改正は、地方自治法の一部を改正する

法律が平成18年６月７日に公布をされたこと

によりまして、常任委員会の所属制限の撤廃

や閉会中の議長による常任委員の選任が可能

となったわけであります。この改正が平成

19年４月１日に施行されることに伴いまし

て、太子町議会委員会条例の一部を改正する

ために行うものであります。 

 第２条の改正につきましては、地方自治法

第109条第２項が改正をされまして、複数の
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常任委員会所属が可能になりましたことか

ら、総務常任委員会の委員定数を６人から８

人に、福祉文教常任委員会の委員定数を６人

から７人に、経済建設常任委員会の委員定数

を６人から７人に改定するものであります。 

 なお、この所属委員会の数は、多くとも１

人２個までの制限を設けたいということであ

ります。 

 以上の改正部分について、施行日は平成

19年４月30日でございます。 

 それから、第７条の改正については、同法

の109条第３項、109条の第２項、109条の２

第３項及び第110条第３項の改正に合わせ

て、同条第１項に閉会中においては議長が常

任委員、議会運営委員会委員及び特別委員の

選任を行うことができることとする規定を設

けるものでございます。 

 また、同条第３項に常任委員の閉会中の所

属変更に関する規定を設けるとともに第12条

を改めまして、閉会中の委員の辞任は議長が

許可できるものとするわけであります。これ

まで議会運営委員会委員及び特別委員の辞任

は議会の許可が必要とされましたが、閉会中

は辞任できず、また常任委員については、議

員は１人１個の常任委員になるとされており

まして、所属変更は可能でも辞任はできなか

ったところでありました。今回の改正で閉会

中は議長が委員を選任できることとなったこ

とから、閉会中の委員の辞任も議長の許可で

行えるように改めるものであります。 

 この件については、また本町の場合、既に

協議をしておりますように、議会関係の申し

合わせ、運営基準で基本的には太子町の場合

は１年任期ということで運営をしております

ので、これらについては実質的には認めるわ

けにいかないということの確認の上に立って

提案をしております。 

 以上、提案趣旨とさせていただきます。ご

賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（熊谷直行） 以上で趣旨説明が終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから発議第１号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、発議第１号は可決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２０ 発議第２号 太子町議会会 

        議規則の一部を改正する規 

        則の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第20、発議第２号

太子町議会会議規則の一部を改正する規則の

制定についてを議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（熊谷直行） 本案について趣旨説明

を求めます。 

 発議者を代表して桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただいま上程をされました

会議規則の一部改正につきまして、発議者を

代表して趣旨説明を行います。 

 この件につきましても、地方自治法の一部

を改正する法律が平成18年６月７日に公布を

されたことによります改正であります。 

 委員会から議案を提出できることとなった

わけでありますが、この改正が平成19年４月

１日から施行されることに伴いまして、太子

町議会会議規則の一部を改正するものであり

ます。 

 第14条の改正につきましては、地方自治法

第109条第７項、第８項、第109条の２第５

項、110条第５項が改正されまして、委員会

に議案提案権が付与されました。委員会が議

案を提出できるというふうに改正するもので
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あります。 

 それから、第39条の改正につきましては、

議案の説明、質疑及び委員会付託におきまし

て、議員の質疑の後、委員会付託することに

なっておりましたが、第２項として委員会提

出議案は、この例外として委員会に付託をし

ない旨の規定を追加するものであります。 

 第101条及び第111条の改正につきまして

は、第39条の改正に伴いまして、条文中の第

39条、議案等の説明、質疑及び委員会付託、

第１項から第39条、議案等の説明、質疑及び

委員会付託、第３項に改めるものでありま

す。 

 以上の改正部分について、施行日は平成

19年４月１日でございます。 

 以上の提案の趣旨を説明させていただい

て、ご賛同のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（熊谷直行） 以上で趣旨説明が終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから発議第２号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、発議第２号は可決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２１ 意見書案第１号 保育・学 

        童保育・子育て支援施策充 

        実と予算の大幅増額を求め 

        る意見書の提出について 

○議長（熊谷直行） 日程第21、意見書案第

１号保育・学童保育・子育て支援施策充実と

予算の大幅増額を求める意見書の提出につい

てを議題とします。 

 職員に意見書案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（熊谷直行） 本案について趣旨説明

を求めます。 

 発議者を代表して橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 ただいま上程されておりま

す保育・学童保育・子育て支援施策充実と予

算の大幅増額を求める意見書案について朗読

をもって趣旨説明にかえたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 保育・学童保育・子育て支援施策充実と予

算の大幅増額を求める意見書（案）。 

 先の第165回臨時国会（12月19日閉会）

で、「保育・学童保育・子育て支援の拡充と

予算の大幅増額を求める請願書」が衆・参両

院において全会派一致で採択された。 

 ところが、12月25日の「規制改革・民間開

放推進会議」が出した最終報告はこの請願が

採択される以前に審議を終えていたこともあ

り、報告内容は請願内容と大きく矛盾するも

のとなっている。 

 少子化が大きな社会問題となり、児童虐待

も深刻さを増しており、国会で採択された請

願の趣旨及び請願項目を具体的施策に活かす

ことが緊急の課題となっている。 

 よって、関係機関において下記項目の具体

化を図られるよう、強く要請する。 

 記。１、保育所最低基準は堅持・拡充する

こと。 

 ２、認可保育所には、直接契約やバウチャ

ー制を導入しないこと。 

 ３、保育所・幼稚園・学童保育・子育て支

援への予算を大幅に増額すること。 

 ４、労働時間の短縮などは仕事と子育ての

環境整備を実施すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。 

 平成19年３月23日。 

 提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文

部科学大臣、総務大臣、財務大臣。 
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 兵庫県揖保郡太子町議会議長熊谷直行。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○議長（熊谷直行） 趣旨説明が終わりまし

た。 

 お諮りします。 

 本案については議事の順序を省略し、これ

から直ちに採決を行いたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、直ちに採決を行います。 

 これから意見書案第１号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、意見書案第１号は原案のとおり

可決されました。 

 続いて、お諮りします。 

 ただいま可決されました意見書の取り扱い

については議長にご一任いただきたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、そのように決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２２ 委員会の閉会中の継続審査 

        について 

○議長（熊谷直行） 日程第22、委員会の閉

会中の継続審査についてを議題とします。 

 経済建設常任委員会委員長から、目下委員

会において審査中の請願第11号について、会

議規則第75条の規定によって、お手許に配り

ました申出書のとおり閉会中の継続審査の申

し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり閉会中の継続審

査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、委員長から申し出のとおり閉会

中の継続審査とすることに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２３ 常任委員会等の閉会中の所 

        管事務調査及び活動につい 

        て 

○議長（熊谷直行） 日程第23、常任委員会

等の閉会中の所管事務調査及び活動について

を議題とします。 

 各常任委員会及び議会運営委員会の所管事

務について、それぞれ委員長より会議規則第

75条の規定により、お手許に配りました一覧

表のとおり閉会中の所管事務調査の申し出が

あります。また、議会広報編集委員長から太

子町議会広報の発行に関する条例によって、

閉会中の活動の申し出があります。 

 お諮りします。 

 以上、各委員長から申し出のとおり、閉会

中の所管事務調査及び活動とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の所管事務調査及び活動とすることに

決定しました。 

 この際、ご報告します。 

 ただいま山本国男収入役から発言を求めら

れておりますので、これを許可します。 

 山本国男収入役、演壇へどうぞ。 

○収入役（山本国男） 議長様より貴重な時

間をいただきましたので、一言お礼を申し上

げさせていただきます。 

 このたび、３月末をもって収入役を退任さ

せていただくことになりました。振り返って

みますと、昭和38年３月１日付で太子町役場

厚生課に奉職しまして以来44年１カ月という

長きにわたり、多くの皆様方のご指導、ご支

援を賜りながら太子町職員としての務めを無

事終了させていただくこととなりました。 

 特に、平成12年４月には、亡き大村町長よ

り収入役の選任をいただきました。さらに、

16年４月には、首藤町長より再任をいただい

たところでありますが、このたびの地方自治
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法の改正という趣旨を考慮しまして、収入役

の職を辞することといたしました。 

 収入役としての７年間、議員の皆様方には

ご迷惑をおかけしたこともあったかとは存じ

ますが、温かいご指導とご鞭撻を賜りました

こと、心より感謝申し上げる次第でございま

す。本当にありがとうございました。 

 さて、太子町は合併をせずに単独自立の道

を選択したわけであります。地方自治体をめ

ぐる財政環境は厳しいものがあり、国は新た

な法律を制定し、自治体の財政再建を促進す

る方針を示しております。しかしながら、幸

いなことに本町は財政指数等も近隣の中でも

よい方でありますので、引き続き行財政改革

を推進し、町民のニーズにこたえられる行政

としてますます発展していくことを心から願

っております。 

 議員の皆様におかれましても、車の両輪の

ごとく行政と議会が一体となって太子町の発

展のため、ご協力賜りますよう心よりお願い

申し上げる次第であります。 

 最後になりましたが、議員の皆様、そして

職員の皆様の今後ますますのご健勝とご活躍

を心から祈念申し上げまして、収入役退任に

当たりましての御礼並びにあいさつとさせて

いただきます。 

 本当に長い間、ありがとうございました。

（拍手） 

○議長（熊谷直行） 山本国男収入役のあい

さつは終わりました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成19年第１回太子町議会定例会（第

406回町議会）を閉会します。 

（閉会 午前11時49分） 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

議長あいさつ 

○議長（熊谷直行） 閉会に当たりまして、

一言ごあいさつを申し上げます。 

 今期定例会は、去る３月１日の招集以来、

本日までの23日間の長きにわたる会期でござ

いましたが、その間に審議されました案件

は、一般会計、特別会計、企業会計、合わせ

て総額163億383万7,000円の平成19年度当初

予算を始め、人事案件、各会計の補正予算、

条例の制定及び改正、組合規約の変更、工事

請負変更契約など多数の重要案件でございま

した。 

 議員各位には、この間、終始熱心にご審議

を賜り、ここにすべて滞りなく議了すること

ができましたことは、町政のため、まことに

ご同慶にたえません。ここに謹んで議員各位

のご精励に対し、深く敬意を表しますととも

に、衷心より厚くお礼を申し上げる次第でご

ざいます。 

 特に、一般会計予算委員会の委員各位に

は、連日、長時間にわたり精力的にご審議を

賜りましたご労苦に対しまして、重ねて深甚

なる敬意と謝意を表する次第でございます。 

 また、町長はじめ町当局各位の議会審議に

寄せられました真摯なる態度に深く敬意を表

しますとともに、審議の過程で議員各位から

述べられました意見等につきましては、今後

の町政執行に十分反映されますよう強く望む

ものでございます。 

 特に、新年度予算の執行に当たりまして

は、厳しい財政環境下ではありますが、“和

のまち太子”の実現に向け、福祉の向上と生

活基盤の充実が図られますとともに、第３次

行政改革大綱が確実に実施できるよう英知を

結集して改革の効果が上げられますよう強く

望むものでございます。 

 いよいよ春、各地から花の便りが聞かれる

好季節となってまいりました。顧みますと、

我々議員一同は、平成15年４月の統一地方選

挙において、それぞれの町民の支持を得て町

政の枢機に参加する機会を得たのでございま

すが、爾来、時去り月流れて、今任期の最終

となる定例会の閉会を迎えたわけでございま

す。この間、我が太子町議会は、町長はじめ

町当局各位、さらに議員各位の高い見識とご

精励により輝かしい伝統にのっとり、極めて

民主的、かつ公正に運営され、町民の負託に

こたえて地方自治の発展に多大の成果を挙げ
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得たものと確信する次第でございます。 

 過ぎ去りし日４カ年を振り返りますとき、

まことに感無量のものを覚えるものでござい

ます。我々の実質的な活動の場であります町

議会は、本日をもって最終日を迎え、議員各

位と議場でお目にかかるのはこれで最後とな

りますが、ここにつつがなく有終の美を飾る

ことができましたことは、まことにご同慶に

たえない次第でございます。 

 いよいよ町議会議員の選挙も目前に迫って

まいりました。大方の議員各位には、再び立

候補されるやに聞き及んでおりますが、どう

かくれぐれもご自愛の上、健闘され、めでた

く当選の栄誉を勝ち得られますよう衷心より

祈念申し上げる次第であります。 

 また、今回の改選を機に勇退されます議員

各位には、まことに惜別の念を禁じ得ないも

のがありますが、長年にわたるご精励と在任

中に築かれましたご功績に対して深く敬意を

表するとともに、心から感謝を申し上げる次

第でございます。どうか、この上とも健康に

ご留意いただきまして、新しい立場から町政

発展のためにご指導、ご鞭撻を賜りますとと

もに、ますますのご活躍を祈念申し上げる次

第でございます。 

 この際、一言お礼申し上げます。 

 不肖私は、昨年５月に議員各位のご推挙に

よりまして栄誉ある太子町議会議長という要

職に就任させていただきました。爾来、議員

各位の温かいご理解とご支援をいただき、ま

た、町長はじめ当局各位のご協力によりまし

て今日に至っておりますことは、この上ない

喜びであります。ここに改めて深甚なる感謝

の意をささげる次第でございます。 

 最後になりましたが、町長はじめ当局各位

には、今後ともご健勝で町政発展のため、一

層のご精励を賜りますようお願い申し上げ、

まことに簡単措辞ではございますが、閉会の

ごあいさつとさせていただきます。ありがと

うございました。 

 町長。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

町長あいさつ 

○町長（首藤正弘） 平成19年第１回太子町

議会定例会（第406回町議会）を閉会される

に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

 去る３月１日から開会されました今期定例

会におきまして、議員各位には、議案多数に

もかかわりませず、本会議並びに各委員会を

通じて慎重に審議いただきましたこと、その

ご労苦に対しまして衷心より敬意と感謝の意

を表する次第でございます。 

 おかげをもちまして、本日をもって平成

19年度予算案並びに各種重要案件につきまし

て滞りなく議了していただきましたこと、厚

く御礼申し上げます。ありがとうございまし

た。 

 なお、審議の中で拝聴いたしましたご意見

につきましては、今後の行財政運営に反映で

きますよう努力してまいる所存でございま

す。 

 さて、ご在任中、幾多の功績を残されまし

た議員各位の任期もいよいよ間近に迫ってま

いりました。顧みますと、この４年間は市町

村合併協議など地方自治体には一大変革期で

ありました。本町においても幾多の検討を重

ね、自立の道を選択し、今日を迎えておりま

す。この変動の間、町行政が停滞することな

く無事運営できましたことは、町議会の皆様

方の絶大なるご協力のたまものであり、深く

感謝申し上げる次第でございます。 

 地方行政に豊かな見識を有する皆様が、ま

た郷土に深い愛情をお持ちの皆様が改選後も

引き続き町行政に係る諸問題の解決と諸事業

の推進に尽力いただきますことを心から希望

する次第であります。ここに太子町の一層の

発展を願いながら、皆様の多年にわたるご厚

情に対し、重ねて衷心より深甚なる感謝の意

を表します。 

 また、今期でご勇退される皆様におかれま

しては、惜別の情を禁じ得ないものがござい

ます。本当にいろいろとご指導をいただきま

したこと、感慨無量でございます。今後は、
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ご在任中と変わることなく町行政に対しまし

て何かとご指導、お力添えを賜りますようお

願い申し上げます。 

 最後に、皆様におかれましては、くれぐれ

もご健康に留意いただくようお祈り申し上

げ、閉会のあいさつとさせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手） 
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